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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年９月１２日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時２３分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　大橋徹之

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘　教育推進課長　撰田裕美　児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆　　同部次長兼文化スポーツ課長　布川博

同部参事兼生涯学習課長　池上敦実

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第３８号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

議案第４１号　スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件所

管分

議案第４３号　摂津市立保育所条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○柴田繁勝委員長　皆さん、おはようご

ざいます。

　ただいまから文教常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　また暑さがぶり返してきたようですけ

れども、そんな中、本日は文教常任委員

会をお持ちいただきまして、大変ありが

とうございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました一般会計補正予算の第２号

所管分等々について、ご審議をいただき

ますけれども、どうぞ慎重審査の上、ご

可決いただきますようよろしくお願いい

たします。

　一たん退席をさせていただきますが、

どうぞ最後までよろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第３８号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。馬場教育次長。

○馬場教育次長　おはようございます。

　それでは、議案第３８号、平成２３年

度一般会計補正予算（第２号）のうち、

次世代育成部が所管いたします分につき

まして、補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、６ページ

をお開きください。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目２、民生費府補助金、節４、児童福祉

費補助金のうち、地域福祉・子育て支援

交付金（特別枠）につきましては、地域

子育て支援施策として取り組む、赤ちゃ

んの駅整備事業、青少年ゆめ・感動体験

事業、子どもの自己回復力向上推進事業

に対する交付金で、その事業の全額が大

阪府から補助されるものでございます。

　また、大阪府安心こども基金特別対策

事業費補助金につきましては、家庭児童

相談室運営事業及び児童虐待防止キャン

ペーン事業に対する補助金で、児童虐待

防止対策緊急強化のため、大阪府から補

助されるものでございます。

　次に、歳出でございますが、８ページ

をお開きください。

　款３、民生費、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費につきましては、児

童虐待防止対策の緊急強化を図るため、

家庭児童相談室の体制強化のための環境

整備、キャンペーンの実施及び事例検討

や子どもの自己回復力向上のための教職

員研修等に要する経費となっております。

　また、次ページ、目３、児童福祉施設

費につきましては、赤ちゃんの駅として

位置づける保育所、幼稚園、公民館等の

入り口に掲げるのぼりやプレートの作成

に係る経費や、施設内におむつ交換ベッ

ド等を設置する経費でございます。

　続きまして、１２ページをごらんくだ

さい。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

３、青少年対策費につきましては、オリ

ンピックメダリストやトップアスリート

の方を講師に招き、第一線で活躍する選

手として努力してきたことや、競技を通
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してのさまざまな経験、感動を直接子ど

もたちに伝えていただくために実施する

スポーツ講習会や講演会に要する経費と

なっております。

　以上、平成２３年度摂津市一般会計補

正予算（第２号）次世代育成部所管に係

る補足説明とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　登阪教育総務部長。

○登阪教育総務部長　おはようございま

す。

　それでは、続きまして、平成２３年度

一般会計補正予算（第２号）のうち、教

育総務部総務課及び子育て支援課の所管

いたしますものにつきまして、目を追っ

て補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、１０ページをお

開きください。

　款３、民生費、項２、児童福祉費、目

５、乳幼児等医療助成費は、精算により

ます過年度分府費返還金でございます。

同じく、目６、ひとり親家庭医療助成費

は、乳幼児等医療助成費と同様、精算に

よります過年分府費返還金でございます。

　同ページ、款９、教育費、項２、小学

校費、目１、学校管理費は、味舌小学校、

千里丘小学校、校舎北側の周辺住宅にテ

レビのアナログ波の電波障害を起こして

おりましたが、本年７月２４日の地上デ

ジタル完全移行に伴い、電波障害の発生

がなくなったことから、各家庭に送信し

ておりましたアナログ波のケーブル施設

や各家庭に取りつけておりました保安器

などの撤去を委託するものでございます。

　１２ページ、項３、中学校費、目１、

学校管理費は小学校費と同様に、第五中

学校の電波障害対策施設の撤去を委託す

るものでございます。

　以上、教育総務部に係ります補正予算

の補足説明とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　それでは、続きまして、議案第３８号、

平成２３年度摂津市一般会計補正予算

（第２号）のうち、生涯学習部に関わり

ます部分について、補足説明をさせてい

ただきます。歳入歳出補正予算のうち、

歳出について、目を追って説明させてい

ただきます。

　１２ページをお開きください。

　款９、教育費、項６、図書館費、目２、

図書館管理費の増額は、本年５月２８日

に外壁の一部が剥落したことに伴い、市

民図書館の外壁を改修するための監理委

託料及び工事費、並びに７月２４日の地

上アナログ放送の終了に伴い、小・中学

校と同様に、市民図書館に起因する電波

障害対策施設の撤去委託料を計上したこ

とによるものでございます。

　次に、１４ページ、項７、保健体育費、

目３、体育施設費の増額は、市民図書館

と同様、正雀体育館及び味生体育館に起

因する電波障害対策施設の撤去委託料を

計上したことによるものでございます。

　以上、生涯学習部に関わります補正予

算の補足説明とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方は挙手をして質疑してく

ださい。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　６か月前の昨日、ちょうどここの場所

で揺れを感じまして東日本大震災が起き

ました。今なおまだ復旧活動がなかなか

進んでいないという状況の下で、この委

員会を迎えているわけで、被災された方、

亡くなられた方、ご冥福をお祈りすると

ともに、一日も早い復興を願って質問に

入りたいと思います。
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　一般会計補正予算ですけども、府の交

付金と補助金、二つの歳入に対して幾つ

かの事業が展開されるというご提案です。

それぞれ、子どもの自己回復力向上推進

事業であるとか、それから赤ちゃんの駅

整備事業について、さらには先ほども少

し中身にふれられていましたが、青少年

ゆめ・感動体験事業ですね、この中身に

ついてもう少しご説明をいただきたい。

　それから、児童相談システムの再構築

です。児童相談課に関わっての中身につ

いても、もう少し具体的な中身について

教えていただけたらと思います。

　それから、電波障害対策施設撤去等委

託料です。小学校、中学校、図書館、そ

れから体育館で、総額で１，１７５万１，

０００円の予算計上ということでありま

す。

　地デジ化でアナログ放送終了というの

は、数年前からその日に向けたいろいろ

な取り組みが行われてきて、ことしの７

月に終了するということで、あらかじめ、

その計画でいろいろな準備が進められて

きたというふうに理解しているわけです

が、改めて今回の第３回定例会での補正

予算として上がってきたその経過ですね。

通常ですと当初からわかっていたことと

したら、当初予算で計上していくという

ことが、本来の予算の組み方の趣旨でも

あるのかなと思いますが、その点で補正

予算となっていること、その点について

お聞かせをいただきたいということです。

　それから、電波障害のその施設という

のは一体どういったものなのか。それぞ

れ小学校、中学校、図書館、体育館で金

額が違っておりますが、それぞれの施設

のアンテナのほかにどんなものがあるの

か。そのために地域への説明であるとか、

どのような形でやってきておられるのか

についても一緒に教えていただけたらと

思います。

　それから、図書館の外壁補修について

です。この件につきましては、協議会、

それから先般の本会議でも指摘等がされ

てきました。

　これまでの議論としますと、平成１９

年に南面のタイルがはがれて、平成２０

年に７５０万円をかけて改修工事が行わ

れてきたと、わずか３年の間で全面の補

修ということ、３，５００万円の計上と

いうことになると、３年前の７５０万円

が無駄になるのではないかというような

議論がされてきました。

　その際、施設管理者として責任、それ

から施設の維持管理にちょっと甘さがあっ

たというようなことで、教育長であると

か、生涯学習部長からもそういった答弁

もあったかと思います。

　それから先般の本会議では、今回本当

に、今回の工事の前に行う調査として、

本当に十分なのかと。行われようとして

いるネットバリヤー工法はアンカーピン

を躯体コンクリートに打ち込むというこ

とでございますから、水が躯体コンクリー

トまでしみ込んでいって、躯体コンクリー

トそのものの強度が本当に適切なのかど

うか、その点本当に調査は十分なのかと

いうようなことから、本会議のご答弁で

は躯体はＲＣ構造の建物、耐用年数の問

題からも建築課との協議からも大丈夫だ

という前提のもとだけども、しかし科学

的な検証を行うという意味で、今回ネッ

トバリヤー工法工事を行う前に、躯体コ

ンクリートのコアを引きぬいて再調査を

しながら行っていくというようなご答弁

があったと。これはこの間の一定の議論

の中身だったのかなというように思いま

す。

　それを踏まえて、改めてお伺いをして

いきたいと思います。

－4－



　協議会でもご質問をさせていただいた

んですが、平成１９年にタイルがはがれ

たということについて、平成２０年に、

その対応を行うための調査と設計が行わ

れたんですね。匠設計というところで行

われた。７９万８，０００円で設計が行

われ、その後、建設業者によって工事が

行われた。平成２０年１２月に行われた。

その前に特殊建築物定期調査が平成２０

年１２月に、工事の前に行われている。

この工事を行う、設計を行った匠設計が

特殊建築物定期調査を行っております。

同じ業者がやっておられたというふうに

理解しているわけですけども、こういっ

た一連の流れがあった上で３年の内に、

場所は違いますけども、まぐさが落ちた

ということからして、設計とか、それか

ら工事を行った業者、それから特殊建築

物定期調査を委託している業者にミスは

なかったのか、責任はなかったのか。そ

ういった点についてどんなふうに認識を

しておられるのかと思います。第一義的

には、施設管理者として甘さがあったと

いうことはすでにご答弁いただいている

わけですけれども、その上に立って、委

託をしている業者に対する責任について、

どういうふうに見ておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

　それから、躯体コンクリートの強度に

ついてでございますけども、ネットバリ

ヤー工法ということを行う前に、改めて

躯体コンクリートのコアを引き抜いて強

度を調査した上で行うというようご答弁

したけども、その調査によって、強度に

問題があれば工法を変えるということな

のかどうかですね。その点についてもお

聞かせをいただきたい。

　それから、技術的なことなんですけど

も、昨年、天井からレファレンス室への

雨漏りがあったとご報告いただいていま

す。その上に立って、今年の第１回定例

会で平成２２年の補正予算で雨漏り補修

の補正予算が組まれて、平成２３年度に

繰越しがされているわけですけども、そ

の雨漏り等で、水がタイルとモルタルも

しくはそのまぐさのところですと、躯体

コンクリートとモルタルの間に入って浮

きが見られるということでありますから、

図書館施設全体に、そういった雨水が入

り込んでいる可能性があるのではないか

というふうに心配するわけです。

　ネットバリヤー工法で、タイルを全面

的に上から覆ってしまうという工法で入

り込んだ水の逃げ道というのが確保され

るのか。覆ってしまうと問題点が隠され

てしまってメンテナンスに不安があるん

ではないかというのを率直に感じるわけ

ですけども、その点のメンテナンスを含

めた認識についてご説明をいただけたら

と思います。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　それでは、歳入

の部分の地域福祉・子育て支援交付金

（特別枠）のこども教育課に係る部分に

つきましてご説明させていただきます。

　この交付金を活用いたしました事業の

一つであります赤ちゃんの駅整備事業に

つきましては、近隣市でも取り組まれて

おりますが、そもそも赤ちゃんの駅とい

いますのは、平成１８年、東京都板橋区

で授乳やおむつ交換ができる設備のある

区立の児童館などを赤ちゃんの駅という

呼び名で指定されたのが始まりでござい

まして、全国の自治体で子育て支援策の

一つとして取り組まれている事業でござ

います。

　本市におきましても、保育所、幼稚園

をはじめ、市役所や公民館、こういった

公共施設を赤ちゃんの駅として位置づけ

まして、施設の入り口に目印となります
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のぼりやプレートを掲げるほか、おむつ

の交換ベッド、またベビーベッド等を設

置することによりまして、街中で突然に

おむつ交換が必要になった場合であった

り、授乳場所が見つからない、こういっ

た子育て中のお母さん方の子育て支援策

として取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

　また、赤ちゃんの駅で勤務する職員等

につきましても、子ども連れに優しい、

きめ細かい施設対応ができるような意識

づけも行ってまいりたいと考えておりま

す。

　また、イベント等で屋外のイベントな

どでありましたら、おむつ交換や授乳場

所がないといったご不便もかけておりま

すので、四方を囲んだテントを購入いた

しまして、移動赤ちゃんの駅として活用

してまいりたいと考えております。

　それともう１点、青少年ゆめ・感動体

験事業でございますけれども、これはス

ポーツ活動等で活躍されたオリンピック

のメダリストの方だったり、トップアス

リートの方々を講師にお招きしまして、

青少年、子どもたちがスポーツをするに

当たりまして、大事な体づくりや、目標

達成の持ち方、またそれぞれの方々が体

験されてきました経験談や苦労話を子ど

もたちに直接語りかけていただきまして、

子どもたちに将来の夢や希望を与える、

こういったことで心と体の成長を図って

まいりたいと考えております。

　具体的な内容といたしましては、スポー

ツの実技指導も含めまして、あと子ども

の発育チェック、例えば骨密度とか、ヘ

モグロビン量であったりとか、そういっ

た健康チェック等も一緒にさせていただ

きます。そして、保護者や指導者の方に

対する講習会的なものも同時に開催でき

ればと考えております。

○柴田繁勝委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　児童相談課に関わ

る部分についてご答弁申し上げます。

　まず、子どもの自己回復力向上推進事

業の内容についてでございます。

　学校現場では子どもの自尊感情やコミュ

ニケーション力を育てるということが非

常に大きな課題になっております。

　また、一方、虐待をする保護者の中に

は、自分が子どものときに虐待を受けて

育った方がかなり高率の割合でおられる

ということの統計もございます。このた

め、この事業におきまして、学校での集

団づくりや人間関係づくりの取り組みと

いたしまして、非暴力アクションプログ

ラムの講師をお招きして、子どもたちの

自尊感情や自分に自信を持って生きる力

等を育ててまいります。

　また、暴力に頼らず、問題を解決する

方法を学ぶことで、自分が感じる困難や

不安を回復させていく力を育んでまいり

たいと考えております。

　さらに、将来自分が親となったときに、

虐待をしない意識や態度も育ててまいり

ます。

　なお、このプログラムに関しましては、

ファシリテータとしての研修を受ければ、

教職員自らが実施することも可能と聞い

ておりますので、教職員研修といたしま

しても実施させていただいて、教職員の

指導力の向上を図ってまいります。

　児童相談システムの内容について、ご

答弁申し上げます。

　現在、家庭児童相談室に、この児童相

談システムを導入しております。具体的

には、虐待のケース管理、相談のケース

管理、また児童福祉法に基づく統計処理

等を行うシステムでございます。

　このシステムを活用することによりま

して、相談業務をより円滑に効率的に行
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うことができ、保護者や児童生徒への支

援をより充実させていきたいと考えてお

りますが、現在、子育て総合支援センター

の中にある家庭児童相談室のみ、このシ

ステムがございまして、教育センターで

活用できない状況にございます。そのた

め、両方にシステムを設置することで情

報管理をさらに充実させていき、相談業

務を充実させてまいりたいと考えており

ます。

○柴田繁勝委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　電波障害対策に

ついて、私からまとめてご説明させてい

ただきたいと思います。

　まず、なぜ当初予算で計上せずに、今

議会で補正予算計上した理由でございま

すけれども、当初予算編成時には、少な

くともこの７月まで電波障害対策施設を

利用することから、同施設の保守点検委

託料や、電柱共架費を計上いたしており

ました。これは、月割りではございませ

んで、平成２３年度末までの年度契約に

なっております。

　また、当初予算編成時には、地上デジ

タル放送への切りかえの影響が施設ごと

に異なり、各施設の対応がそろっていな

かったことから予算計上しなかったもの

でございます。

　その後、現在まで市民への周知、国の

デジサポ等の対応により、本市において

は７月２４日の地上アナログ放送終了時

には、特段の混乱もなく、近隣市におき

ましても混乱はなかったと聞いておりま

す。

　このように、おおむね切りかえへの環

境が整ったと判断いたしましたことから、

平成２３年度期限に、電波障害対策施設

を撤去するために、今般予算計上するも

のでございます。

　次に、施設の種類と機器、内容それか

ら地域への説明ということでございます

が、対象施設でございますが、１か所総

務課のほうで所管されており、旧の味舌

小学校の関係、それ以外は我々のほうで

ございます。正雀体育館、味生体育館、

市民図書館、味舌小学校、第五中学校、

千里丘小学校が対象区域となっておりま

す。

　工事の内容等でございますが、立地条

件によりまして、電柱の数、それから増

幅器、分配器、保安器など、それぞれ必

要なものが異なりますので、戸数がふえ

たから金額が高いとか、そういう単純な

計算にはまいりませんので、それぞれ地

域によって料金が変わっております。

　それから、地域への説明ということで

ありますが、今議会でご可決いただきま

したら、１０月上旬には業者決定をして

いきたいと考えております。

　それから、電波障害対策施設を撤去す

ることについては、各戸にまたポスティ

ングをさせていただきたいと思っており

ます。

　契約から１２月ごろまで撤去にかかり

ます関係省庁との事務手続きが多々ござ

いますので、その間行っていただきまし

て撤去については、来年１月ごろからの

作業になろうかと考えております。３月

までの間に順次実施していきたいと考え

ています。

　そういうことから、１２月中には具体

的期日について、各戸ポスティングをさ

せていただく予定としております。

○柴田繁勝委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　それでは３点ほ

ど質問をいただいていたと思います。平

成２０年工事の件の部分でございますけ

ども、平成２０年度４月１日から、国土

交通省告示第２８２号によりまして、特

殊建築物の定期調査の件が改正されまし
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た。その以前の４月１日以前までは外装

タイル等の劣化損傷は手の届く範囲を打

診、その他を目視して調査し、異常があ

れば精密調査を要するという形の部分で

建築物の所有者等に注意喚起をするとい

うことでございました。

　改正後については、手の届く範囲を打

診、その他を目視で調査し、異常があれ

ば全面打診等により調査するということ

でございます。その当時でおきますと２

０年度には、平成１９年度にタイル等が

剥落した実績がありましたので、平成２

０年度の段階で、１２月２２日から平成

２１年３月１０日までをかけまして、南

側の外壁改修時の、南側壁面の全面打診

調査、三愛建設というところが行って、

タイル等のはがれ、割れ等を修繕工事し

ております。

　その後、昨年なんですけども平成２２

年１１月１４日に再度特殊建築物におけ

る建築物定期調査におきましては、法改

正後の４月以降にこの２０年度のときに、

南面壁面を打診調査して、外壁改修等も

行われておりますので、平成２２年度行っ

た建築物の定期調査においては、手の届

く範囲を打診する必要はなく、目視での

調査が行われたと。よって建築物の定期

調査においては、打診調査は必要なく、

落下したまぐさにおいても目視により確

認しており、その時点では、施工業者、

設計業者等については、何ら責任はなかっ

たと思われます。

　あとは、そのときの平成２２年度のと

きの指摘において、屋上につきましては

金属のかさ上げの接合部にコーキング等

の劣化あり、また屋上伸縮目地等にクラッ

ク及び劣化の損傷があり、また排水口部

分にひび割れ等及び白華がありと、そう

いう指示がございました。それをもちま

して、昨年の１月に１回、屋上の笠木等

の修繕を行っております。

　また、昨年も屋上の防水修理なんです

けども、南側の平場部分を防水塗装をし

て、雨漏り等の現状は今現在なくなって

おります。

　以上のことから、あと今回の補正にあ

げましたネットバリヤー工法につきまし

ては、将来のメンテも含めての回答にな

りますけども、ネットバリヤー工法によ

りまして、ネットによりクラックが入り

込んだり、アンカーにより浮きが発生も

しにくくなるということで、下地も、将

来的には補修も比べて少なくという部分

で、今現状においては、ネットバリヤー

工法が一番最適な工法と考えております。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　一部補足させてい

ただきます。

　まず、平成２０年の工事でございます

けれども、設計につきましては、タイル

の剥離があったことから、南面のタイル

落下防止防水工事をしたものでございま

す。調査設計はいたしておりません。そ

の工事をするための実施設計を７９万８，

０００円で発注いたしたものでございま

す。

　それで実際の工事に当たりましては、

足場を組んでおりますので、南面だけで

はなくて、ほかの面もタイルの浮きがあ

るかないか調査いたしまして、そのとき

に浮きが見受けられた部分については、

エポキシ剤注入とかそういったことで落

下防止をいたしております。

　ただ、ほかの南面以外の東、西、北面

壁までそれほどの浮きはなかったという

ことでございます。

　それから、特殊建築物の設計会社とい

うのが匠設計であったというようなご質

問がございました。それで、平成２０年

に匠設計が行いましたのは、機械設備の
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特殊建築物調査でございまして、直近の

建物部分の本体の特殊建築物調査は平成

２２年１１月に、先日の協議会でもご説

明いたしておりますけども、行っており

ます。

　建物につきましては、３年に１回の調

査ということでございますので、前回は

平成１９年に建物調査をいたしておりま

す。この匠設計につきましては、機械設

備の審査であったということになります。

　そういったことから、この２０年の工

事はタイルの落下防止、防水をする工事

でございまして、今回の調査でも出てお

りますけれども、この工事におきまして、

落下防止はできているという調査報告も

ございます。

　今回落下しましたまぐさ部分につきま

しては、漏水によりまして躯体とモルタ

ルの間に水が回って、結果的にはまぐさ

が落下したというようなことでございま

す。

　先ほど委員からもございましたけれど

も、施設管理は第一義的には管理者の責

任ということでございます。この工事の

発注方法、それからその建築物の調査に

おきましても、そういったことからミス

はなかった。そして責任を問うことは困

難ではないのかと考えております。

　それから、躯体コンクリートの強度の

話がございました。先日の協議会の場で、

ＲＣの築２７年の建築物で、建築課と相

談いたしましても、通常全体が劣化して

いること、劣化といいましても経年劣化

はありますけども、強度がないというこ

とは考えられない。

　それから、今回提示いただいておりま

す調査会社が出しましたネットバリヤー

工法というのは、躯体がしっかり、強度

がしっかりしていることが前提という工

事でございまして、プロの目で見てこの

工法を推薦しているわけでございますの

で、私どもといたしましては、躯体には

何ら問題はないというふうに考えており

ますけれども、科学的にそうした検査し

たのかというような、先日のご議論でご

ざいました。私どもといたしましては、

貴重なご意見をいただいたと考えており

ます。そのご意見をいただきまして、や

はり書類上といいますか、形式上大丈夫

ということでございますけれども、この

工法をとる限りは、事前に本会議でご説

明させていただいたような方法で強度が

確認された後に、工事にかかりたいと考

えております。

　それで、問題があれば工法は変更する

のかというお話ございますけれども、当

然今申しましたように、躯体強度が前提

となる工法でございますので、この審査

によって、万が一、躯体の強度が足りな

いというようなことが出てまいりました

ら当然工法といたしましては、見直しす

るものと考えております。

　それから、ネットバリヤー工法で覆っ

てしまったら、侵入している雨水が出て

いかない、隠されてしまうみたいな話が

ございました。それで、実際に外壁をタ

イルでやりましても、それから、在来工

法でやりましても、ネットバリヤー工法

でやりましても、最終の壁面といいます

のは吹きつけ塗装をやります。それから

あるいはタイルを張るということで、防

水工事をやります。といったことから、

その水が抜けていかないというようなご

議論ではなくて、その躯体といいますか、

モルタルの部分あたりにある水について

は、蒸発して消えていくというふうには

建築課には聞いております。

　それから、平成２２年度の漏水の工事

でございますけれども、南面が漏水した

ことによって、結果的にまぐさ部分が落
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下した。これは遠因ではなくて、本当に

近い原因だというふうには考えておりま

すけど、２２年度工事におきまして、南

面から３分の１ぐらいを防水工事をいた

しましたことによりまして、市民図書館

すべての漏水はとまっております。

　それから、平成２３年度の調査におき

ましても、南面以外の３面につきまして

は、クラックは非常にあるということで

ございますけども、タイルの浮きという

のはそれほど確認しておりませんので、

仕上げ面から内側に漏水が現状残ってい

るということはないと考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　交付金や補助金を活用し

ての事業の説明を幾つかしていただきま

して理解できました。

　子どもの自己回復力向上推進事業でファ

シリテータが学校に派遣されたりとか、

それから教職員の方々の研修でファシリ

テータとしての能力も身につけていける

ということで、一時的なことし限りの事

業というよりは、先生たちがそういった

能力も身につけた上で、今後もそういっ

た観点から子どもたちに接していけると

いうことなのかなと理解をいたしました。

　虐待をしている親の感情のお話もあり

ましたが、以前、ノーバディーズ・パー

フェクトプログラムという、完璧な親は

いないということだったでしょうか。そ

ういった取り組み等も行われていて、現

在も行われているのか、キャピセ等もあ

りますので、そういったものとの連携な

んかも当然行われながら、学校で、現場

で直接的に働きかけができていくという

ようなことだと思いますので、ぜひ充実

した取り組みを行っていただきたいと思

います。

　それから、赤ちゃんの駅ですが、おむ

つの交換ベッドであるとか、イベントの

ときの授乳用のテントの設置をしていく

ということでございます。

　取り組みについては、本当に重要なこ

とだと思うんですけど、具体的にどういっ

たイベントで活用するのかとか、小さな

お子さんたちが参加する、子育て世代の

人たちが参加するようなイベントであっ

たりとか、これから秋に向けていろいろ

な事業が展開されて、イベントも行われ

ていくわけですけども、そういったとこ

ろでも随時活用していくのであれば、こ

のテントを管理する教育委員会等につい

てもいろいろ忙しくなるのかなと思った

りするわけですけど、その活用方法をも

う１回教えていただきたい。

　それから交換ベッドについては、どこ

に主につくられようとしているのかです

ね。設置するのか。もしくは移動用の交

換ベッドなのか、もう壁に取りつけてし

まうものなのかによっても違うとかと思

うんですけどもその台数ですとか、その

場所について、もし、今お話しできるの

であれば教えていただきたいと思います。

　それから、トップアスリートによる講

演会ですとか、スポーツ指導、直接世界

や日本国内のスポーツで、トップアスリー

トの人たちから生の声を聞くという経験

というのは非常に得がたい経験だと思い

ます。こういった活動そのものについて

は、否定するものではありませんし、ぜ

ひ活発に、積極的に行っていただきたい

と思うんですが、このような事業を行う

上で、いろいろなイベントをこれからも

う年度を半分過ぎた段階で、これから準

備をしていって、恐らく年度中に行って

いくということなんだろうけど、具体的

にこのイベントをどういう形でやってい

こうとされているのか。イベントする上

では、どのいろんな市民主体のイベント

であっても教育委員会主体のイベントで
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あっても、その準備にはかなり議論と、

それから準備に時間がかかるはずだと思

います。

　学校関係についても、市としても後期

というのはイベントがいっぱい詰まって

くる中で、こうした大がかりなイベント

を組んでいく準備状況は保証できるのか

どうか。交付金や補助金がつくというこ

とで、手を挙げて採択はされたものの、

そういった議論が中途半端なままやって

しまうと、そういった大事なイベントそ

のものが非常に中途半端なものになって

しまうんじゃないかなというふうな心配

をしているわけで、その点のお考えにつ

いてお聞かせをいただきたいなと思いま

す。

　いずれも大阪府の交付金、補助金の制

度そのものが、年度当初から確定してい

るものでないというようなことだと思い

ます。年度途中に採択されてお金がおり

てくるということですので、非常に使い

づらいのかなと率直に思うわけですけど

も、摂津市の教育方針が年間立てられて、

次世代育成の方針や精神がどのように生

かしていくのかという、長期的、中期的

なビジョンの中で、個別のこういった交

付金、補助金をどのように生かしていく

のか。より効果的に生かしていくという

ことは、頭の痛いところではないかなと

思いますけど、そういった点も含めて、

ご認識をお聞かせをいただけたらと思い

ます。

　それから、地デジに関わって、アナロ

グの電波障害対策施設の撤去についてご

説明をいただきました。これは、アンテ

ナだけでなくていろいろ各電波障害のあっ

た地域のご家庭にも線が入っていて、そ

れを撤去するというような仕事も出てく

るかと思うんですけども、それは例えば

相手さんのあることですので、いや撤去

はせんでこのまま線をつないどいてくれ

というような話が中には出てくるか。ま

たは時期的に３月までになかなか連絡が

とれないというような場合について、そ

ういった工事がどこかで打ち切りでもう

これ以上はできないというふうになるの

かですね。撤去するまでは最後まで責任

を持っていくのか、その点はどうなのか

お聞かせをいただきたいのと、教育委員

会所管の分野だけでも約１，１７５万１，

０００円という多額のお金を一般財源で

持ち出して行うわけですね。財政的にも

非常に困難だというお話をお伺いしてい

るんですけども、この電波障害施設の撤

去を今やる必要があるのか、どうしても

やらなければいけないのか。しばらく置

いておくことによって、どこかに迷惑が

かかるのか、もう少し財政的に、または

来年度当初予算全体の中でやっていくと

いうことも一つの選択肢なのかなと思っ

たりするわけですけども、その点の見解

をお聞かせいただけたらなと思います。

　それから、図書館のほうでございます。

何度も議論をしてまいりました。危険な

外壁というのはやっぱり放置しておくわ

けにはいきませんから、何らかのやっぱ

り対策を早期にやらなければいけないと

いうことは、私もそのように思っている

わけです。

　ただ、やっぱり気になるのは、いろい

ろな業者が委託されて、例えば外壁だけ

ではなくて、室内の設備等の点検や維持

管理を行っておられるというのはよく理

解しているわけですけども、総合維持管

理が毎年業者と契約されているわけです

ね。平成１９年度は決算で３８９万３，

０００円、２０年５４４万円、２１年５

５０万円、２２年５４４万円ということ

で、お金を使って総合維持管理が行われ

ているわけです。
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　特殊建築物調査委託料についても、平

成２０年度法改正があってから、中身も

変わったり、点検の方法も変わってきて

いるというふうには思いますけども、平

成２０年度は６万８，０００円、平成２

２年度、１８万１，６５０円ということ

で、貴重な税金をかけて公共施設の維持

管理について、委託してきているわけで

す。

　そういった法的に、または契約上に行っ

てきていただいてもなお、タイルが落ち

たり、まぐさが落ちるというような事故

が発生しているということは、法定点検

であるとか、通常の維持管理だけでは、

本当に安全な施設を保証していくという

ことは困難なのかなというのを改めて感

じました。

　そうなりますと、やはり何度も言って

恐縮なんですけど、施設管理者として本

当に大丈夫なのかと。プロが法律に基づ

いて行っていること以上に、やはり維持

管理について、心を砕いて、しかもより

慎重に、万が一の事故を起こさないため

の準備であるとか、それから調査という

ものをやっていく必要があるというのを

改めて感じています。

　そういう点で、２０年、３０年経って

きた施設が教育委員会所管の施設にたく

さんありますが、そういったところに今、

目を向けていかなければならないと。し

かも地震の際には、耐震強度もこれから

まだまだ頑張っていただかなあかんので

すけど、耐震強度はある施設の中にも、

こういったコンクリートの劣化であると

か、タイルの崩落の危険性であるとか、

いうものは当然出てくると思うわけです。

　そういう点での今回の図書館の落下事

故を教訓にしてやれるのかどうか。いつ

どのように点検をしてチェックをしてい

くのか。または、業者にいろいろな指導

を仰ぎながら、法定以上のチェックをか

けていくということについてどのように

お考えなのか、お聞かせをいただきたい

と思います。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　それでは、赤ちゃ

んの駅の取り組みございますけれども、

移動用テントの管理、活用方法でござい

ます。

　移動用テントにつきましては、教育委

員会のほうで１台購入いたしまして保管

したいと思っております。

　屋外で行います、例えばこどもフェス

ティバルであったり、こども会のスポー

ツ大会、こういった赤ちゃん連れ、幼児

をお連れになる屋外のイベントの中で活

用するほか、例えばこれからの時期、地

区市民体育祭であったり、校区ではいろ

いろな子どもさんを中心とした行事など

も開催されます。そういったほうにも貸

し出し台帳を整備する中でお貸しできれ

ばなと考えております。

　それと、おむつ交換ベッドにつきまし

ては、赤ちゃんの駅といたしまして、公

民館、図書館、幼稚園、保育所等、現在

２１か所を予定しておりますけれども、

そのうち、おむつ交換ベッドやベビーベッ

ド等が配置されていない１５か所１６台

を購入予定でございます。

　設置場所、その用品につきましては、

障害者用のトイレ、高齢者障害者等のト

イレにおいて、折り畳み式のおむつ交換

ベッドを購入したいと思っております。

　それと、アスリートの方をお招きして

の青少年ゆめ・感動体験事業でございま

すけれども、この事業の内示が出まして

補正を上げさせていただいておるわけで

ございますけれども、こういった事業は、

市が主体でこれをやりますので参加して

くださいといった形ではなく、市民の方々
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のご協力も得ながら、どういった講師が

いいのかとか、どういった内容がいいの

かといったことを協議することが一番効

果的な事業内容だと思っております。

　現在、こども会、ＰＴＡ、青少年指導

員さん、私どもが所管いたします３団体

の方、昨年度来、ずっと子どもたちのた

めに何ができるのかといったことで、話

し合いもしていただいております。この

青少年ゆめ・感動体験事業につきまして

も、その青少年関係団体の皆さん方と議

論する中で、当日の会場の運営のことも

含めて、どのような形で進めていくのか、

今後も詰めていきたいと考えております。

　また、次世代育成支援後期行動計画と

の関わりでございますけれども、この計

画の中でも幅広い市民の方が参加できる

ような多様なスポーツ振興に取り組む。

また健やかな体づくりのための健康教育

の推進を行っていく、こういった項目も

掲げております。

　この交付金を活用する事業だけでなく、

それ以外のことについても、いろいろな

団体の方と協力しながらこの計画の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　それでは、地デ

ジに関係しますご質問についてご答弁申

し上げます。

　まず、電波障害対策地域での承諾、そ

れから、今なぜこの時期にやるのかとか、

そのままつないでおいてもらったらいい

のではないかという、三つほどのご質問

があったかと思います。

　過去２年間にわたりまして、地上デジ

タル放送移行によります電波障害の解消

に伴いまして、共同アンテナを撤去する

旨通知してまいりました。本年７月２４

日のアナログ波の停波に際しましても、

特段の混乱もなかったことから、地上デ

ジタル放送への対応をいただいておるも

のと考えております。対応いただいてい

ない方につきましても、今回１０月、１

２月に周知させていただくことにより、

数か月猶予がございますのでその間に対

応願いたいと考えております。

　また、家屋の外からの部分が、工事対

象となっておりますので、具体的には保

安器の撤去、壁についておりますけども、

その保安器の撤去が必要になってまいり

ます。またその工事は、敷地内に入って

行うということになりますので、全戸の

承諾書が必要となります。そういうこと

から、各戸には説明をしてまいりたいと

考えておりますし、またその必要がござ

います。

　それから、共同アンテナでデジタル放

送を受信しているので撤去しないでほし

いというお声もあろうかと思います。平

成１８年度に実施した調査につきまして

は、本市の公共施設による電波障害は地

上デジタルに移行することにより解消さ

せることが確認されております。したが

いまして、共同アンテナはアナログ放送

受信のために設置したものでございます

ので、アナログ放送がデジタル放送に切

りかわった時点で、役割は終わったもの

と考えております。

　共同アンテナそのものも老朽化してお

ります。また、維持するためには保守点

検、電柱共架料の固定費のほかに、維持

補修のための改修費用がかかることから、

今年度をもって撤去したいと考えており

ます。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　公共施設の施設管

理についてでございますけれども、経常

的な総合維持管理、あるいは特殊建築物

調査しておりましても今回のようなこと

が起きております。
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　今の時点で結果論になりますけれども、

タイルが剥離落下したり、あるいは漏水

があったとき、もう少し私ども管理者と

して気づいておれば、慎重な対応をして

おればこんなことには至らなかったのか

なということは強く感じております。

　これまで、市民図書館におきましても、

今回の事件がございまして、過去の維持

補修というのを調査いたしましたけれど

も、大きな手はなかなか入っていなかっ

たというのが現実でございます。それも

今回の一因になったというふうに認識い

たしております。

　委員のご質問もございましたけれども、

これを教訓に、市民図書館におきまして

は、新しい耐震基準の上で建築された建

物であり、我々もＲＣの２７年ものとい

うことで、安心しておった面もございま

す。今回のことを教訓に、いま一度計画

的なあるいは定期的な維持補修というこ

とも考えてまいりたいというふうに思っ

ておるところでございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　赤ちゃんの駅について、

ご説明いただきました。

　１５か所１６台交換用のベッドが設置

されていくと、イベント用授乳用のテン

トも１台ということで、要望があればい

ろいろなところに持っていくということ

が可能だということであります。

　地区市民体育祭ですと、これから秋に

かけて、市内１０か所、もう少しですか

ね、１１か所ほどあるんでしょうか。多

くの各地域で同じ時期に開催されていく

ことになると思うんです。そういう意味

では、小さなお子さん連れの世帯も積極

的に参加してもらうよう促していくこと

も含めてですね、イベント授乳用のテン

トというのはやはり１台ではなかなか引っ

張りダコになる可能性もありますし、宣

伝すれば引っ張りダコになりますし、倉

庫に眠らせておこうと思えばじっとさせ

ておくしかないですしね。そういうこと

にならないようにしていただきたいなと

思うんです。

　これは特別のテントの、例えば今回１

基購入するにしても、今後、やっぱり需

要に合わせてというよりは、イベントが

あるところには必ずそれは設置していく

という方針を立てていただいた上で、ど

こへでも赤ちゃんを安心して連れていけ

るというような体制を組んでもらえるよ

うな計画を立てていただきたい。そうい

う方針を立ててやっていっていただきた

いという要望にしておきたいと思います。

　それから、トップアスリートの講演会

等ですが、こども会、ＰＴＡ、青少年指

導員の皆さんと協議しながら進めてきて

おられるということであります。どちら

の団体のそれぞれ今後いろいろなイベン

ト等で大変お忙しい中で、でも子どもた

ちのために何かやりたいなというような

モチベーションがおありであるというこ

とは、非常にありがたいことだというふ

うに思いますし、ぜひより多くの人に知っ

ていただくイベントと、それからスポー

ツ指導も、子どもたちが直接受けられる

ように、たくさんの人が参加できるよう

な工夫もしていただきたいなと思います。

　折しも、ことしスポーツ基本法とい

うのが国会で通りました。今回も議案に

はスポーツ基本法に関わって条例改正の

提案もありますけれども、スポーツ基本

法そのものが５０年ぶりの改正というこ

とで、スポーツを通じて幸福で豊かな生

活を営むことがすべての人々の権利であ

ると。スポーツについて初めて国民の権

利だということがうたわれたということ

で、今回、新しいスポーツ基本法が制定

されたということは大きな前進であって、
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そういったスポーツ基本法に基づいた摂

津市のスポーツ行政そのものについても、

やはり具体的に展開していく必要がある

のかな思いますし、そのための第一歩と

して、このイベントやそれから事業、ス

ポーツ指導であるとか健康指導であると

いうことについても、今後も続けられる

ような形で検討していっていただきたい

なというふうに思います。要望としてお

きたいと思います。

　それから、電波障害につきましてはわ

かりました。できるだけ速やかに説明を

各家庭していただく中で、安全に撤去が

進められるように、進めていただきたい

なと思います。

　図書館に関わってですけども、維持管

理等、部長からもお話をいただきました

のでこれ以上は申し上げませんが、やは

り施設管理者としての責任は、図書館と

しては、改めてそのコアの部分、調査を

した上でということですので、慎重な調

査の上に安全な工事を行っていただきた

い。

　それから、ほかの施設についての計画

的なメンテナンス、大規模改修について、

耐用年数から少し安心していた部分があっ

たというお話もありましたけども、責任

ある施設管理者と同時に、その建物の専

門的な知識を持った部署、建築課である

とか、それから先日の協議会では、全庁

的にやっぱり公共施設のあり方を考えて

いかなければいけないというお話もあり

ました。教育委員会の施設管理者として、

もっと全庁的に施設の維持、メンテそれ

から大規模改修の計画をどのようにして

いくのかということを働きかけていただ

くと同時に、今所管している建物を早急

にチェックをしていただきたいと。改め

て要望しておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　安藤委員の質疑が終

わりました。

　次、南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　私のほうから何点かお聞かせいただき

たいと思います。安藤委員のご質問と重

複する部分があると思いますけども、よ

ろしくお願いします。

　先ほど、赤ちゃんの駅を設置していく

ということで、２１か所ということでご

答弁がありまして、さまざまな観点から

ご答弁がありましたけども、先ほどの答

弁の中で、子育てに関しての相談など気

軽にしていきますというご答弁があった

ように思います。その部分で、例えば公

民館等であれば、公民館に今いらっしゃ

る方がその対応されるのか、それとも新

たにそういう方を契約というか、ＮＰＯ

法人の方にご協力いただくとか、その辺

をどのように考えておられるか、お聞か

せいただきたいと思います。

　それから、青少年ゆめ・感動体験事業

ということで、これもご答弁ありまして、

すばらしい取り組みと思います。今テレ

ビを見ておりましたら、サッカーとかラ

グビーとか世界陸上もありまして、本当

にスポーツを通して感動を覚えるわけで

ありますけども、これは要望としておき

ますけども、摂津市の多くの子どもたち

がこの事業を通して感動をしていただく

ような、今いろいろ議論されていると思

いますけども、どうかその部分ですね、

よろしくお願いをします。

　それから、市民図書館外壁改修工事と

いうことで、これもご答弁がありました。

協議会もありましたし、本会議でもさま

ざまな議論があったわけでありますけど

も、私自身思いますけども、屋上からの

漏水が主原因であったのかなとは思いま

す。

　約３，５００万円をかけて今回改修さ
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れるということでありますけども、その

後が、僕はまた大事になってくるのかな

と。また漏水の点検をしっかりと、今回

工事終了後もやっぱりやっていかなあか

んと思います。その部分だけ、どのよう

に今後考えておられるか。これは市内の

公共施設全部に言えることと思いますけ

ども、想定外のことが起こってしまった

ということでありますので、慎重にその

辺は検討していただいていると思うんで

すけども、その点をお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、学校と体育館、各学校の先

ほど詳細ありましたけども、電波障害対

策施設撤去等委託料についてであります。

ご答弁の中でポスティングで周知してい

きますということで、これは市の職員の

皆さんがされるのか、業者の方がされる

のかですね。私、認識しておりますのは、

例えば、体育館でしたら、体育館からケー

ブルが出てて、それから各電柱、ケーブ

ルで移っていっているので、電柱から各

家庭の保安器、それをすべて撤去される

ということでありますよね。その場合に、

アナログが終わって地デジに移行したと

きには、まだそのケーブルを使ってたご

家庭は、今はまだ撤去されてませんから

映っているという状態ですよね。それを

撤去してしまうと、今現在の共用アンテ

ナを使っているご家庭は映らなくなると

いうことになると思うんです。前から自

治会等を通して、通知はされていると思

うんですけれども、この件に関してはま

だ周知されていなくて、それをポスティ

ングでやっていくということでございま

す。その辺の詳細の部分をお聞かせいた

だきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　電波障害に関し

ますご質問についてご答弁させていただ

きます。

　ポスティングは職員がやるのか受注業

者がやるのかというお話であったかと思

います。

　まず、１０月、１２月の２回、させて

いただく予定はしておりますが、これは

職員のほうで対応させていただくという

ことを考えております。

　もちろん、先ほどもご答弁させていた

だきました中に、承諾書を必要とします

ので、これはまた工事の関係もございま

すので、受注いただいた会社の方に回っ

ていただくことになろうかと思います。

　それから、今は共同アンテナでのアナ

ログ対応ですが、デジタル放送が映って

いるんやないかというお話です。確かに、

映っている家庭もございますが、すべて

映っているということではございません。

中には、もうこの７月２４日時点で映っ

てないという家庭もあるように聞いてお

ります。これはＵＨＦ放送の分波の状態、

機械の種類によって、映っているところ

と映っていないところがあるというふう

に聞いております。基本的には映らない

ということになりますけれども、一部取

りつけている機械によっては、映ってい

るところもあるということでございます。

　先ほどもご答弁させていただきました

ように、基本的にはもう共同アンテナの

役割は終わったというふうに考えており

ますので、ポスティングに回らさせてい

ただく際にもその旨、ご説明させていた

だきまして、円滑な移行を進めていきた

いと考えております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　赤ちゃんの駅の

現場での対応でございますけれども、新

規の職員を配置するとかそういったこと

はございません。現在おります公民館、

図書館等、公共施設におります市の職員
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であったり、社会教育指導嘱託員、また

シルバーの方々、いろんな方が勤務して

いただいておりますけれども、赤ちゃん

の駅については、いつどの時間帯にお母

さん方が来られるかわかりません。こう

いった方々すべての方に、赤ちゃんの駅

の趣旨、またおむつ交換ベッドの使用方

法であったり、場所であったり、そういっ

たものをきっちり周知する中で、市全体

としてそこに働く職員全体が子育てに優

しいまちづくりに協力しながら取り組ん

でいきたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　改修後その後が大

事であると、特に原因となりました漏水

の点検については必要であるというふう

なご意見をいただきました。まさにその

とおりであるというふうに考えておりま

す。

　安藤委員のご質問の折に、今後は計画

的なメンテナンスをやっていきたいとい

うことで、答弁させていただきました。

現状、その市民図書館のどの部分をどの

ようなスパンで点検、あるいはメンテナ

ンスするというスケジュール、今ここに

持っているわけではございませんけれど

も、例えば、今回外壁吹付け塗装いたし

ますけれども、吹付け塗装につきまして

は、防水の効果というのは１０年、ない

し１５年というふうに言われています。

この防水工事を適切にやらなければ、そ

こから水が入ってまた今回と同じような

ことに至るというふうなことが十分考え

られますし、その今回の工法で、改修い

たしましたものも、躯体は持っても壁体

はもたないというふうなことになってし

まいますので、このあたりにつきまして

は、建築課とも協議しながら、改修、メ

ンテナンスする分について計画的にやっ

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　それから、今回の件もございましたの

で、市長部局にも働きかけております。

市全体の公共物についても、メンテナン

スにつきましては考えていただきたいと

いうふうに申しておりますので、教育委

員会、市長部局、協力しながら施設管理

に当たりたいというふうに考えておりま

す。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　まず、赤ちゃんの駅で

ご答弁いただきまして、わかりました。

子育て世代の方にとっては、非常にうれ

しい取り組みと思いますので、また周知

の徹底をしっかりしていただくようによ

ろしくお願いします。

　それから、市民図書館の部分でご答弁

いただきまして、今後のメンテナンス、

維持管理について、ご答弁いただいたわ

けですけど、その部分が本当に大事な部

分と思います。今後、このような事故が

起きないようにしっかりとまたどうか取

り組んでいただきますよう、よろしくお

願いします。

　それから、電波障害対策施設撤去等委

託料についてご答弁いただいたわけでご

ざいますけども、職員の方がポスティン

グしていくということでありますけども、

前回の折に、対象のご家庭には通知をさ

れて、ケーブルテレビあるいは地デジ対

応のアンテナを立てられたお宅もあると

思うんです。ただそのままのケーブルで

供用アンテナを使っているご家庭に関し

ては、外してしまったらもう映らなくな

りますので、それは僕は職員の方がしっ

かり行って、ポスティングということも

ありますけど、丁寧に今どういう対応さ

れていますかというのをやっぱり聞かな

いとなかなかわからないと思います。聞

いていただいて、共用アンテナを使って
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いるご家庭には丁寧な説明をしていただ

いて、こういう方法もありますというと

ころまで、しっかりお話をしていただい

て、それから承諾をいただいて、業者さ

んが取り外しにいくという段取りで、やっ

ていただきたいなと思います。

　昨年の夏には、味生体育館の周辺の方

が、地デジ移行に関して、ご要望にこら

れた経緯もありますし、ほかの小学校、

体育館においても、そういうことがその

周辺の供用アンテナを使っておられる地

域の方はそういうことに、映らなくなり

ますので、当初はこれは市の都合でアン

テナ、ケーブルを引っ張ったわけですか

ら、僕はやっぱりしっかり丁寧な対応を

していただきたいなと思いますので、こ

れは要望としておきます。よろしくお願

いします。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午前１１時１６分　休憩）

（午前１１時１７分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　児童虐待の件なんです

けど、もう本当にこの数年、子どもたち

児童たちの虐待の事件が本当に頻繁に起

きて、そのときに必ず地域の方のインタ

ビューとか、担当者、行政のインタビュー

とかあるんですけど、特に後悔の念が、

大がい何でそのときに言わんかったんか、

何でそこをしっかりとその事件に関して

関心を持たなかったのかというようなイ

ンタビューの答弁をされておることがよ

くあるんですけど、そういうこともあっ

て、今回大阪府からそういう補助金が出

たわけですね。今先ほど安藤委員の質問

の中にもそれなりのシステムを構築する

ということでご答弁いただいたんですけ

ど、本当に後悔先に立たずということで、

これは本当に特に地域市民のそういうネッ

トワーク、虐待というのは、家庭に帰っ

てからあるわけであって、小学校の時代、

また幼児の虐待も当然あるわけですけど、

特に近所、地域の目というのは非常に大

切だというふうに思うんです。そういう

点で、市民を巻き込んで、しっかりとそ

ういう監視体制をつくっていただく、そ

のようなものを構築していただくことを

強く要望したいと思います。

　それから、市民図書館の件ですけど、

これが本当に先の協議会においても、ま

たこの前の本会議においても、質問等が

出たわけですけど、土曜日の日に、私、

コンクリートの専門家の方といろいろこ

の件に関して、話をさせていただいたん

ですね。

　そのときに、よくこれがニュースに出

ませんでしたねって言うてはりましたわ。

高速道路のコンクリートの崩落とか、そ

れからＪＲですかね、コンクリートの崩

落は、ちょっとしたものでもニュースに

出て非常に騒がれましたよね。今回の件

も当然図書館というところは、市民の出

入りが非常に多い中で、畑の真ん中にあ

る新幹線の高架のコンクリートが落ちた

だけでも事件になるのに、これだけ市民

が出入りするその建物でこのような崩落

があったとき、何でそれがニュースに出

ないのか、私は不思議でかなわんという

てね、その業者は言うてはりましたし、

それと、コンクリートの強度というのは、

特にどこの会社でも非常に神経質になっ

ておりまして、特に今言うたように、高

速道路とか、崩落事件があった後に、海

辺の砂がどれだけまじっておるとかです

ね、そういうようなことを非常に神経質

に問われているんですよね。そういう意

味から、例えば、先ほど答弁にありまし

たように、目視でそれでオーケーとかで

すね、そういうこと自体がちょっと考え
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られないというんです。当然見て、コン

クリートの粗悪品やったら表面にいろん

なものが浮き出てくるから目視でもわか

ることもあるらしいですけど、ただ、雨

漏りがするとか、そういう状況というの

は、非常に状態が悪いらしいです。

　その中で、平成１９年からタイルが落

ちるというのは、当然その大もとになっ

てますコンクリートとかその辺に問題が

あるからタイルが落ちるのであって、徹

底した究明をされるべきやのに、それで

また定期的なメンテナンスをやっておる

のに、こういう事件が起きること自体が

考えられないと。行政がいかにそういう

無関心といいますかね、建物を建てて業

者に任せといたらええねんという一つの

流れの中でこういうことが起きたんじゃ

ないかと、そのように話の中でそういう

結論になったんですわ。

　これ、はっきり言うてね、もしかです

よ、人が亡くなっとったら、これ人殺し

ですよ。その重大さを全然認識してない

と。我々議会が、すっとこのことを流し

ておったら、人殺しの片棒を担いでおる

みたいなものですわ。そういうことに関

して、非常に現象に関して無関心でおっ

たから、こういうことになるわけであっ

て、前回の協議会でも言うたように、平

成１９年度では、建築の方はこれは非常

に問題があるというふうな一つの指摘を

しとる中で、この一連の流れの中でこう

いうことが起きておるわけであって、事

の重大さを皆さんお一人お一人が認識し

てない一つの大きな結果ですよね、これ。

　そういうような状況の中で、私は図書

館がこのままね、即安全対策をしなくちゃ

ならないのに、このまままだ図書館を開

いて市民の皆さんの出入りをやっている

こと自体の私は神経を疑うんです。ある

程度、しっかりとした確証がない限り、

図書館を休館するということは、市民の

皆さんに非常に不便を強いることですけ

ど、本当に命ということを考えたときに、

当然そういう対応はすべきじゃないかと

いうふうに思うんです。

　それと、今言うたように、その対応を、

前の協議会でも質問させていただいたと

きに、そういうつもりはございませんと

いう教育長からのご答弁がありましたけ

ども、重々その辺のことをしっかりと認

識を持ってもらわなあかんということと。

それから、話は全然違う方向なんですけ

ど、あの図書館というのは、一つの奇抜

な設計という形で、あの図書館の外観か

らさまざまな面でデザイン化ということ

で、ああいう図書館になったわけですね。

タイルでもヨーロッパから特殊なタイル

やから仕入れたということでありますけ

ど、そういうような、それが売り物の図

書館がですね、またそのネットバリヤー

工法によって、全体的なそういう美観が

損なわれていってしまうんじゃないかと

かね。そういうさまざまな問題点がある

中で、一つ一つもう一遍きちっと皆さん

がこれは図書館だけの問題じゃないと思

うんですけど、安全ということに関して

のチェックと、それから本来図書館が建っ

たときに、どういう目的で建ったのか、

そういうことをもう一遍、過去からひも

解いて、しっかりとやっぱり認識をし直

すといいますか、そういうことが必要で

はないかと思うんですけど、その点をご

答弁お願いしたいと思います。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　今回のまぐさ落下

の件につきましては、行政として安全と

いうことに無関心であったのではないか

というご質問でございますけども、確か

にその部分が落下するということは、考

えには至っておりませんでした。
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　実際に落下しました折に、緊急的に通

行をとめて、速やかに市民図書館と公民

館の間の通路につきましては、仮設の屋

根を設置し、安全対策を図ったところで

ございますけれども、現状としてあの市

民図書館、なぜああいう状態に至ったか

というのは、調査を終わるまで２か月ほ

ど過ぎておったわけでございます。その

間については、ああいう状態で放置した

状態になっていたということは、大変申

しわけなく考えておりますし、その時点

で、閉館することを視野に入れるべきで

あったというようなご質問でございます。

確かに、そういう選択肢もあったわけで

ございますけれども、私どもといたしま

しては、できるだけ市民図書館をご利用

いただきたいということで、そういう現

状の利用という形にさせていただきまし

た。

　全く無関心で今回の事態について、安

全意識が足りないというご質問ではござ

いますけれども、私ども今回の事態につ

きましては、非常に重要な事件であると、

委員が申されましたように、一歩間違え

れば重大な事件であったと、人的な被害

が重大なことであった、この落ちたこと

自体も重大なことであった。そういうこ

とは十分認識させていただいております。

　私どもといたしましては、このまま完

全に解明せずに工事に入ってしまうのか

というご質問でございますけれども、我々

施設管理者といたしましては、一日も早

く安全対策をして、市民の方に利用して

いただけるようなことをするのが我々施

設管理者の務めではないかというふうに

も考えております。

　それから、美観が損なわれるというこ

とでございますけれども、確かにあの建

物、プロポーザルで提案され、きれいな

タイルを張られて、特徴のある建物でご

ざいました。今回ネットバリヤー工法と

いうことで、ネットで包んでモルタルも

つけますけれども、そこに吹付けをして

塗る工事でございます。建物の形状とし

てはそのまま包み込みますので、その建

物の美観といいますか、体形自体は維持

されます。それからまぐさ部分につきま

しても、あれも意匠の部分がございます

から、まぐさ部分については、吹きつけ

塗装でございますので、配色を変えるな

どして現状の図書館の美観を損なわない

ような形で工事は考えてまいりたいとい

うふうに考えております。

　今回のことを教訓に、建築当時から遡っ

て、市民図書館の成り立ち、それから、

メンテナンス、そういったことを調べて

まいったわけでございますけれども、委

員申されましたように、安全ということ

につきましては、これから十分今回のこ

とを教訓に、今回のようなことがないよ

うに十分努めてまいりたいと考えており

ます。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　だから、安全安心とい

うことを考えるなら、図書館で市民の皆

さんが読書することが大切なのか、市民

の皆さんの命が大切なのか、そういうこ

とを比べてみたら、何が大切かというこ

とはわかるはずですよ。安心やというこ

とが１００％担保されん限り、そういう

形で開いて、市民の皆さんを招くという

こと自体が、私は非常に危険やというこ

とを言うとるわけですわ。

　今言うたように、メンテナンスにずっ

と莫大な金額ですよね。ずっとかけなが

ら、先ほどありましたように、法的な一

つの義務によってやっているいうだけで、

法律を守っておって、それだけやってお

いたらいいのかという結果がこういうこ

とになっておるわけですよね。
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　だから５００万円なりそういうお金を

かけながら、やりながらこういうことに

なっておる、それならそのやった業者は

どうなるのか。責任ないんかということ

で、先ほど質問ありましたように、例え

ば、よく車の車検なんかでも、ある一定

の期間においては、車検をした中での事

故に関しては、車検をやった会社が損害

賠償の対象になるということをお聞きし

たことがあるんです。そういうように、

メンテナンスをやりましたということは、

１００％きちっと裏づけがあってでの報

告は受けたと思うんですよ。その上に、

こういう形になったということに関して

は、当然そういう業者に対しては、やっ

ぱり責任はあるし、また新たな調査に関

しては、当然そういう業者をはぶかなあ

かんというように思うんですけど、それ

をまた同じような業者で、一応摂津市の

指名業者じゃないけど、そういう手続き

をやった業者やからというような形をね、

罰則もなしに使うんやったら信用できん

わけですよね、はっきり言うてね。何を

もって安全やということができんわけで

すよ。

　そういうことを考えて、私は今言うた

ように、根本的にそういう今までやった

業者に対して、もしか責任がとれるんやっ

たら、やらないかんし、また同じ業者、

同じ一つの範疇の業者を使うということ

自体おかしくなるし、また、今言うたよ

うに、市民の安心・安全ということを考

えたときに、図書館を開きながら安心を

担保するって、何を思ってそれをはっき

り言い切れるのかということも、私は非

常に疑問を感じるわけですよ。そういう

点でしっかりとご答弁をいただきたいと

思います。

○柴田繁勝委員長　尋ねておられること

の意が十分わかっていただけると思いま

すが、今現状の中で、どのような方向で

推移できるのかということも含めて、こ

の質問者の気持ちを酌みとってもらって

答弁できる範囲の答弁をしてください。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　前回の文教常任委

員協議会でも、審査した業者、あるいは

施工した業者の責任という問題について、

ご質問をいただきました。

　そこで、私どもの中で、問えるもので

あれば、調査して、責任を問えるもので

あれば問うていきたいという答弁をいた

しました。

　そこで、平成２０年の工事、それから

特殊建築物調査、この件について、問え

るのかどうか、一定調査をさせていただ

きました。

　１点目の、平成２０年度の工事につき

ましては、私どもが南面の工事というこ

とで、タイルの剥離、落下、防水工事と

いうことで発注いたしております。南面

以外にも、足場を組みましたので簡単な

といいますか、浮きの調査はしていただ

いておりますけれども、その分について

私どもが発注した内容で工事をされて、

その工事については、今回の調査におき

ましては問題がないということで出てお

りますので、なかなか責任を問うのは難

しいのかなというふうには考えておりま

す。

　それから、特殊建物調査につきまして

は、法定検査といいますか、そういう名

称ではないんですけれども、そういう検

査になっております。それも大阪府から

書類をいただくというような形になって

おりまして、大阪府に問い合わせました

ところ、やはりその検査について、一義

的に責任を持つのは、その結果は出てき

た中で、その結果に基づいてどういう工

事かメンテナンスをするかは、第一義的
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には施設管理者の責任であるというふう

な返答がございましたので、なかなかそ

の審査について、特殊建物調査をした業

者に対してそれも責任を問うのは少し難

しいのかなというふうに考えております。

　市民の利用者と、それから利用してい

ただくことと、それから市民の安全とい

う面でございますけれども、確かにこれ

までの期間は調査もしてまいりまして、

建物の改修を予算計上させていただいて

いるわけでございますけれども、その期

間についてはなるほど私どもは大変その

利用者とそれから利便性と命ということ

について、もうその期間は過ぎてしまっ

たわけでございますけれども、今回の図

書館の調査におきましては、今すぐにま

ぐさ部分も落下することはない。それか

らタイル面につきましても、剥離、南面

の部分以外は浮きは少ないというような

ことが出ておりまして、現状の市民図書

館と公民館の間の仮設の屋根を設置する

ことによりまして、今回の調査の結果が

出てから言えることでございますけれど

も、当分の間は図書館については、安全

対策を講じた中で利用していただけるも

のというふうに考えております。

　今後は速やかに工事をしてまいりたい

というふうに考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　安全対策をして、どう

いうんですかね、業務をまたずっとやっ

ていくということなんですけど、今言う

たみたいに、何が優先かということをね、

当然、答弁の中ではそういうこともしっ

かりと考えているというふうになってま

すけど、ずっと過去からその経緯を考え

ますと、委員長にお願いしたいんですけ

ど、建築課に専門的なこと、僕らが一生

懸命聞いても皆さんに限界があるという

ふうに思うんですよ。だから図書館に我々

が行って、ほかの委員会にまたがるから、

ここでは委員長は即決できないと思うん

ですけど、やはり建築課も交えた中での、

一遍その説明を、現地視察じゃないです

けど、行ってそれで説明を受けるという

ことが必要じゃないかというふうに思う

んです。

　何回も私は言うようですけど、後悔先

に立たずであって、もしか、そういう状

況の中で、ちょっとした地震、揺れでそ

ういうものが発生したときに、今部長が

おっしゃったように、安全対策をしてま

すということが果たして通じるかという

ことが、事が起きてしもうて何ぼ一生懸

命言いわけしてもそれはあくまで言いわ

けであって、何回も言いますけど、先に

立たずになってしまうわけであって、我々

委員としても事の重大性をきっちりと認

識するためにも、現地へ行って視察が必

要ではないかというふうに思いますが、

その点よろしくお願いしたいと思います。

○柴田繁勝委員長　質問はよろしいです

か。

○渡辺慎吾委員　今言うたように、教育

長からもう一遍答弁いただきたいんです

けど、本当に安全に対して、やっぱり１

００％にしてもらわなあかんわけですよ。

１００％は不可能やと言うかもしれんけ

ど、１００％やっぱりしてもらわなあか

んわけであって、そういう形のものがしっ

かりした中での僕は図書館運営じゃない

とあかんというふうに思いますし、先ほ

ども言いましたように、言いわけが立た

んわけですよね。

　皆さん、建築の専門家じゃないのに、

大丈夫、大丈夫と言うとること自体も私

は非常に疑問を感じるわけです。だから

私、こういう形で委員長にお願いしたわ

けですけど、その根拠が前の協議会でも
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お話させていただいたように、非常に根

拠が希薄なんですよ。

　だから、平成１９年にタイルが剥落し

てその補修をしたときも、僕はそのとき

にはこの議会におらんかったのかと思う

んですけどね。どういう議論がされて、

平成２０年に補修されたんですか。その

ときにどういう議論がされたということ

も僕はわからんのですけど、ただ、現実

にこういうことになったということは事

実でありますから、その点しっかりと、

僕は議事録に残していただきたいと思い

ますわ。そういう意味からやっぱり教育

長、ご答弁いただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　総括的に、先ほど出

ていることを踏まえていただいて、ご答

弁お願いします。

○和島教育長　今回の図書館の剥落事故

につきましては、前回の協議会のときに

もお話させていただいておりますけれど

も、本当に今ご指摘ありましたように、

人身事故につながらなかったということ、

私も安堵しております。そのときにもお

話させていただきましたけれども、やは

り施設管理をしていく上で、危機感をしっ

かり持って施設管理に当たっていかなけ

ればならないと改めて思っているところ

でございます。

　それと、今ご指摘ありました図書館を

休館するのかどうかという議論を今言わ

れてましたけれども、私どもでは、あの

時点で見ていただいたと思いますけれど

も、安威川公民館との通路を通行止めに

しました。その後、安全確保のために応

急的にといいますか、落下防止の屋根を

つけております。それについても建築課

と十分協議しながら現場を見ていただい

て、業者の指導もして、これなら安全だ

ろうということで一時は通行どめにして

おりました安威川公民館との間の通路に

ついて、これで大丈夫だろうということ

で、現在通行できるようにしております。

　それと、その後７月に図書館の安全確

認のための全面的な施設の調査をさせて

いただきました。そういう中で先ほどか

ら本日部長のほうからも説明させていた

だいておりますけれども、いろんな問題

点が出てきたということもありますので、

そういう経過というか現象を踏まえて修

理の方法については、建築課と協議しな

がら、今回のネットバリヤー方式のほか、

従来の方式であるタイルを一度はがして、

防水の吹付け塗装をして、もう一度タイ

ルを貼るとか、タイルはやめて防水の吹

付け塗装だけでやるとかですね、いろん

な方法もありましたけれども、このネッ

トバリヤー方式によって、タイル等の崩

落、それと今回問題になりました躯体の

まぐさ部分についても一体的に包み込み、

全体を管理する、この方法がいいだろう

という結論に至っております。

　すると先ほどのこれもご指摘がありま

したように、美観の問題も、従来ですね、

建てたときの景観を踏まえれば、当時斬

新的なスタイルというか、タイルも選び

抜かれたものを使われたということです

けれども、今回私はその美観をそのまま

残すよりも、やはりこういう問題が起こっ

たのですから、安全面でどれが一番いい

方法なんだということで、ネットバリヤー

方式でやるのがいいんじゃないかと私も

そう思っています。ただ、美観の点から

言えば、タイルは消えますけれども、や

はり隣の安威川公民館の建物、色彩とか

いろいろなものがありますので、できる

だけマッチングして異和感のないような

建物にしていきたいと、そして安全管理

に十分努めて、定期的な点検もする中で

市民の皆さんに安心して利用いただける

市民図書館の運営に当たっていきたいと
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今思っているところでございます。

○柴田繁勝委員長　先ほど渡辺委員のほ

うから一遍こういう問題は現地に行って、

もっと十分自分たちも勉強せないかんし、

担当の者はどう考えているんだというこ

とも含めて、委員長、いい方法を考えて

くれというご指摘があったと思うんです。

それにつきましては、協議会か、現地視

察を開催するか、そのときには建築課の

ほうも今日に至ったのは、教育委員会だ

けでやっている問題じゃないでしょうか

ら、十分、説明してもらえる方にも一緒

に来ていただいて、現地視察するという

ような方向で一度委員会で考えるという

ことでお聞きしておくということで午前

中の審査はこの辺で中断し、休憩させて

いただきます。

（午前１１時４４分　休憩）

（午後　１時　１分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　さっきも言いましたよ

うに、市民の安全ということを考えた中

で、どういう処置をとらないかんかとい

うことは、僕は非常に皆さんのご答弁の

中でも安全、やっぱり安全やと言われて

いるけど、それは確かかというたらどう

かということで、信頼が、そういう気持

ちになられへんし、安全に対する担保が

はっきりしてない。僕は、きちっと安全

が１００％担保されるまでは、図書館は

やっぱり休館すべきやと思いますので、

その辺、ご答弁いただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　教育長。

○和島教育長　今の休館すべきだという

ご意見はこれまでも承っておりますし、

ただ、私どもでは先ほどのご答弁の中で

も申し上げましたように、今回の事故、

その後の応急処置で利用者の方の安全は

確保されていると思ってます。

　それは私どもも入っておりますし、建

築課の担当者のほうも現地を見ながら、

今の状況で利用をしていただいてます。

　そして、今回７月に全体の建物の調査

をさせていただきました。その結果から

今回議案に上がっております、三つの工

法のうち、ネットバリヤー方式で行くこ

とで、建物の安全性が確保できると考え

ておりまして、今の段階で休館してとい

うことは現在考えておりません。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　例えば、崩落が起きて、

あのときちょうど公民館まつりをやって

おったんかな。あの時点で例えばその後、

即、本来やったら休館して、物事に対応

していかなあかんのに、あれが落ちた時

点でもずっと開館しておったでしょう。

その神経を疑うんよ、あなた方に対して

のね。安全に対する気持ちの神経を疑う

んですよ。そういう崩落が起きたら、即

休館にして、その対応を即すべきでしょ

う。違いますか。

　あれで不幸中の幸いね、ほかにも崩落

が起きんかったけど、実際起きたらどう

するんですか。実際子どもたちやら市民

の皆さんがけがをしたり、例えば命を失っ

たときどうなるんですか、そうなったら。

何をしとったんですか、その間。そうい

う神経やから僕は言うとるんですよ。あ

なた方が安全やということに対して信用

できへんのですよ、私は。はっきり言う

て、私らが納得するような形をとっても

らわん限りは、私はこれ承諾できない。

それだけ市民の安心・安全というのは大

切なことですよ、これ。最優先せなあか

んことですよ。違いますか。

　ご答弁いただきます、もう一遍。休館

を何でしないのか、そのことを、何で崩

落が起きた段階で即休館にして対応しな

かったのか。そういう点をしっかり答弁

－24－



いただきます。

○柴田繁勝委員長　教育長。

○和島教育長　鳥飼東公民館まつりのと

きだったと思いますけれども、崩落した

という第一報が入りました。現地では直

ちにその現場を立入禁止にして、安全対

策としての当面の措置をとらせていただ

いたということです。そしてその後、先

ほどもご答弁しておりますけれども、す

ぐにその通路は通行どめにして、その後、

落下防止の屋根をかぶせるとか、バリケー

ドで立入禁止にするとか、いろんな対応

をしていったというのが、当時の状況だっ

たと思います。そしてその後、７月の検

査結果から、直ちにまぐさとか、タイル

が西面、北面、東面、南面も含めて、落

ちる恐れはないだろうという結果が出ま

したが、ただ、このまま放っておいては

いけないので、さっき言いました三つの

方法からネットバリヤー方式で施設の安

全を確保したいということで今回予算を

要求させていただいたものであります。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　落ちたところは立入禁

止にされましたけど、そうしたらその部

分だけ危ないのか、まだそこへぶら下がっ

ておるほかにまぐさがあるところはたく

さんあったわけでしょう。全部そこを立

入禁止にしましたか、図書館を。そうい

うことなんですよ。７月、何日間ありま

した、その間に。その部分だけの立入禁

止をやったけど、全般的な立入禁止をし

て休館するというようなことはとられな

かったでしょう。そのことに関しての、

皆さんの安全性はどうかというとるわけ

です、私は。普通ね、何らかの対応はそ

ういう事故があったときに、行政という

のは真っ先にその先、その先、その先を

読んで、市民の安心・安全をせないかん

のが行政です。それをそういう形で空白

があいとるわけですよ、何日間か。不幸

中の幸いね、そのときに第２の崩落が起

きなかったけど、起きる可能性も十分考

えるわけです。だからそのことに対して

の責任はどうとるねんということですわ、

その間。その間、ほんならその部分だけ

でしょう、結局は立入禁止になったのは。

物すごくそれは僕は希薄として考えるん

ですよ。安全に対しての心構えが希薄やっ

たということですわ。

　皆さんのね、自分らのお子さんやら、

お孫さんがそういう図書館に出入りする

ということを考えただけでぞっとしませ

んか、そのこと。トンネルでね、崩落が

あったと、それならトンネルは通行どめ

しますやろ、普通。崩落があった部分だ

け囲いをして、あとは大丈夫ですって言

えますか。大概通行どめにしますよ。

　委員長、ちょっと休憩してください。

○柴田繁勝委員長　休憩します。

（午後１時８分　休憩）

（午後２時６分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第３８号所管分について、安藤委

員から渡辺委員まで質疑をいただいたん

ですけど、野原委員はよろしいですか。

○野原修委員　はい、結構です。

○柴田繁勝委員長　議案第３８号所管分

につきましては、質疑を終わらせていた

だくということで、本来きょう採決まで

ということでありましたが、我々委員で

話し合いをさせていただいて、この折で

すから、現場にも一度行って十分調査、

また担当の考え方、業者というんですか、

設計された方の考え方も聞いて、その視

察を１６日の午前１０時から行いまして、

その対応は教育委員会のほうで十分意見

交換ができるようにしておいていただい

て、採決は、２２日の本会議終了後、も

う一度委員会を開催いたしまして、この
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議案第３８号所管分につきましては、討

論、採決をとるという運びにしたいと思っ

ております。

　きょうはこの後、まだ二つ条例案があ

りますので、この条例案につきましては、

きょうここで審査をして、採決をしてい

くということになりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

　委員の皆さん、それでよろしいですね。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　議案第３８号所管分

の質疑が終わり、暫時休憩します。

（午後２時８分　休憩）

（午後２時９分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第４１号所管分の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　議案第４１号、スポーツ

基本法の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例です。

　スポーツ基本法、先ほども議案第３８

号の審査の中で、５０年ぶりにスポーツ

振興法が改正されたということで、具体

的にはそれぞれ関係している条例の文言

整理というのが中心になるのかなという

ふうに思うんですけども、この際、スポー

ツ基本法が制定されたということで、摂

津のスポーツ行政、スポーツに関わる政

策について、どのような影響というか、

どのように変わっていくのか、文言が振

興から推進というふうに変わっておりま

した、その辺の意味合いですね、どんな

ふうな認識でとらまえておられるのかで

すね。その１点お聞かせをいただきたい

と思います。

○柴田繁勝委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　スポーツ基本法

についてのご質問にご答弁させていただ

きます。

　先ほどご質問にもありましたが、スポー

ツ基本法は平成２３年６月２４日に公布

され、８月に施行されたものでございま

す。

　ご承知のとおり、昭和３６年に制定さ

れましたスポーツ振興法を５０年ぶりに

全面改正したというものでございまして、

スポーツに関して基本理念を定め、国、

地方自治体の責務並びにスポーツ団体な

どのことを明らかにするとともに、スポー

ツに関する施策の基本となる事項を定め

ているというものでございます。

　主な内容といたしましては、スポーツ

立国の実現であるとか、スポーツに関す

る施策の基本事項を定めるとか、スポー

ツに関する施策の基本推進計画を定める

よう努めるというもの、指導者養成の条

件整備、地域スポーツの環境整備、優秀

なスポーツ選手の競技力向上施策を進め

るということ、それから、市町村教育委

員会はスポーツ推進委員を委嘱するとい

うことが主な内容になっております。

　ここにありますスポーツ推進委員には

現在の体育指導委員が担っております業

務と同じことになりますので、本市では

名称変更の手続きをしておるところでご

ざいます。

　この法律に基づいて考えられますのは、

スポーツ庁の設置などが検討されていく

のではないかというふうに考えられます

が、まだ法施行から日も少ないため、国

や府の動きがまだ見えておりません。我々

としましてもこれらの動きを見守りなが

ら、対応してまいりたいと考えておりま

す。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　６月に公布されたという

ことでございます。

　先ほども少しふれましたけれども、こ
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れまでの振興法から基本法になったとい

うことで、大きくスポーツを通じて、豊

かな生活を営んでいくということが、憲

法にも保障されている国民の権利という

ふうに前文や基本理念の中でうたわれて

いるということは、大きな変化であるの

ではないかなというふうに思ってます。

　国のほうでは、基本計画も今後立てら

れていくということでありますが、でき

る人がやるというスポーツから、スポー

ツに参加する、スポーツを通じて豊かな

生活を営んでいくということについては、

国や行政が責任を持つということをしっ

かりと規定されたわけですので、今後一

層スポーツ推進、摂津のスポーツ行政に

生かしていただくようにお願いしておき

たいのと、先ほどの中身にもトップアス

リートの講演会ですとか、それからスポー

ツ指導というのがあったと思いますけど

も、より広くそのスポーツに関われるよ

うな、施策を今後推進していっていただ

きたいなということを要望しておきたい

と思います。

○柴田繁勝委員長　ほかに質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後２時１３分　休憩）

（午後２時１４分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第４３号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　今回の保育所条例の一部

改正は、別府保育所が来年の４月からべ

ふ幼稚園の敷地の中に入って、べふこど

も園として、スタートしていく上で、別

府保育所の住所移転などということでご

ざいます。

　いろいろ幼保一元化の準備であるとか、

それから夏休みの間の工事等が進んでい

るかと思いますけども、工事の進捗の状

況をご報告いただけたらなというのが１

点。

　別府保育所が今までの別府から東別府

の新しい所に移るという点で、保護者の

皆さんへの説明であるとか、それから新

規募集の方々への説明というのがどんな

ふうに今後されていくのかということも

合わせて現状をお聞かせいただけたらと

思います。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　それでは、べふ

こども園に関しましての工事の進捗状況

でございますけれども、工事につきまし

ては、６月１５日から来年３月上旬まで

の工事期間となっております。

　工事の内容でございますけれども、べ

ふ幼稚園の園庭から向かいまして、左半

分を既存施設の改修、右半分を解体いた

しましての２階建ての施設の新築という

形で行っております。

　具体的には夏休み前からの工事着手と

なっておりまして、現在、改築棟のほう

の工事を進めておりまして、先週、竣工

検査を工事検査室の立会いのもと終わり

まして、べふ幼稚園は、現在、別府小学

校の学童保育室なり、２階の会議室をお

借りして運営をしておりますけれど、そ

ちらのほうの教材等を運搬いたしまして、

来週２０日からべふ幼稚園の改修棟のほ

うでべふ幼稚園を運営してまいりたいと

思っております。

　ただ、新築棟のほうは、３月上旬まで

の工事となりますので、その間べふ幼稚

園敷地半分が工事現場となります。その

関係でグラウンドの間に、合板フェンス、
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高いフェンスを立てまして、子どもたち

が安全に幼稚園生活を送れるような対策

をとってまいりたいと思っております。

　べふ幼稚園の入り口に関しましては、

工事の関係で使えませんので、べふ幼稚

園の子どもたちの通用門といたしまして

は、別府小学校の東門のほうを使わせて

いただきまして、そちらのほうから幼稚

園に入っていただくような経路として考

えております。

　それと、べふ幼稚園、別府保育所の保

護者の方への説明でございますけれども、

別府保育所をべふ幼稚園のほうに移転し

まして、こども園として運営するといっ

た決定を受けまして、平成２１年度から

順次関係者の方々、保護者の方に説明会

を開催しております。保育所のほうに関

しましては、平成２１年度に２回、２２

年度３回、平成２３年度に入りましても

２回開催しております。幼稚園に関しま

しても、２１年、２２年にそれぞれ１回

ずつ説明し、本年度に入りましてから３

回説明会をしております。

　幼稚園、保育所の保護者の代表者の方、

また全体での保護者の方への説明会を開

催しております。

　今後、予定でございますけれども、９

月２０日には別府保育所に入所されてい

る皆さん方に対しまして、こども園につ

いての説明会、９月２９日には、べふ幼

稚園の入園希望をされている方々を対象

としたこども園開設に向けての説明会、

それと９月３０日には、べふ幼稚園、別

府保育所、それぞれの保護者の代表の方

に集まっていただきまして、こども園と

しての保護者会のあり方だったり、こど

も園として用意していただく諸費の関係

であったり行事のあり方であったり、一

日の子どもたちの過ごし方、こういった

ものについて、今までも我々もそれぞれ

の保護者の方とは協議し詰めていってお

りますけれども、合同の場で、我々と一

緒にこども園のあり方について保護者の

方々と細部について詰めていきたいと考

えておるところでございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　先日、べふ幼稚園の工事

現場を見せていただきました。

　夏休みも終わって幼稚園も小学校のほ

うの施設も活用しながら、工事の中で半

年ほど園生活を幼稚園の子たちはされる

と思いますが、その点の安全対策は万全

にしていただきたいなということ。

　それから、今回、保育所のことですけ

ども、幼保一元や連携の交流ですとか、

それから、保育士さんや幼稚園教諭の先

生たちとの交流、それからいろいろな研

究なんかも進んできているかと思います。

さまざまな実際に始まってみないとなか

なかわからない点というのも多々あるか

と思います。一つの施設の中に幼稚園と

保育所が同時に存在しつつ、コアタイム

の間は４歳児、５歳児は一緒に幼児教育

を受けると。長期保育の子と、それから

早く帰る幼稚園の子と、それから幼稚園

の子の中でも預かり保育を受ける子と、

さまざまな子どもたちが混在をするとい

うことで、子どもたちの安全、それから

先生たちの子どもに対する目の配り方、

それから、先生たちの研修をする、それ

から先生たち同士の交流をするための会

議の持ち方、それから保護者の連携、今

もご説明がありましたけども、やっぱり

全く違う機能を持っている施設が一つの

敷地の中で一緒に交流をしていくという

ことですので、やられてきているかと思

いますけども、これからもさらに万全を

期していただいて、進めていただきたい

というふうに思っております。要望とし

ておきたいと思います。
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○柴田繁勝委員長　ほかに質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後２時２０分　休憩）

（午後２時２２分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　付託案件のうち、議案第３８号所管分

を除き、討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第４１号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　続いて、議案第４３号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　以上で、本日の委員会を散会します。

（午後２時２３分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  渡 辺 慎 吾
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